
◎

国
土
交
通
省
令
第
四
十
三
号

船
員
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号)

第
八
十
一
条
弟
一
項
及
び
第
百
十
九
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
船
員
芳
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十]
年
六
月
二
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則(

昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
五
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
四
条
第[

項
中
「
日
本
工
業
規
格Z

九
一
〇
三
」
を
「
日
本
工
業
規
格Z

九
一
〇
四
」
に
改

め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

油
に
関
す
る
文
書
の
備
置
き)

第
二
十
四
条
の
二
船
舶
所
有
者
は
、
油(

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第

二
号
に
掲
げ
る
油
を
い
う
。)

を
運
送
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
油
に
関
し
次
に
掲
げ
る
事
項
が

記
載
さ
れ
た
文
書
を
船
内
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称

二

荷
送
人(

他
人
に
運
送
を
委
託
し
な
い
で
運
送
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者)

の
氏
名(

法
人
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称)

、
住
所
及
び
電
話
番
号

三

危
険
性
又
は
有
害
性
の
要
約

四

成
分
及
び
そ
の
含
有
量

五

物
理
的
及
び
化
学
的
性
質

六

安
定
性
及
び
反
応
性

七

人
体
に
及
ぼ
す
作
用

八

取
扱
い
上
の
注
意

九

流
出
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
講
ず
べ
き
応
急
の
措
置

十

適
用
さ
れ
る
法
令

十
一
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

附
則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
航
海
中
で
あ
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
当
該
航
海
が
終
了
す
る
ま
で
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


